
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 消費税における委託販売手数料の取扱い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：当社は、飲食料品や雑貨の販売を代行

会社に委託しています。消費税の軽減税率制

度の実施に伴い、販売代行業者に支払う委託

販売手数料の取扱いが変更になったそうです

が、そのようになったのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになりました。 

【解説】  

委託販売その他業務代行等(委託販売等)を

通じて商品を販売する委託者は、原則として

受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収

受した又は収受すべき金額が委託者における

資産の譲渡等の金額となり、受託者に支払う

委託販売手数料が課税仕入れに係る支払対価

の額となります(総額処理)が、令和元年９月

30日までの単一税率の下では、その課税期間

中に行った委託販売等の全てについて、その

資産の譲渡等の金額からその受託者に支払う

委託販売手数料を控除した残額を委託者にお

ける資産の譲渡等の金額とすること(純額処

理)が認められていました。 

しかし、令和元年10月１日以降は、委託販

売等を通じて受託者が行う飲食料品の譲渡は

軽減税率の適用対象となる一方、受託者が行

う委託販売等に係る役務の提供は、その取扱

商品が飲食料品であったとしても、軽減税率

の適用対象とならなくなりました。 

したがって、その取扱商品が飲食料品であ

る場合には、受託者が行う販売と委託販売に

係る役務の提供の適用税率が異なるため、純

額処理をすることはできないこととなりまし

たので、注意してください。  
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